
山口県警察保護対策実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、保護対策（保護対象者に対する保護区分による警戒そ

の他の必要な措置をいう。以下同じ ）に関して必要な事項を定め、もっ。

て暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止することを目的と

する。

（定義）

第２条 この要綱において 「暴力団等」とは に規定する暴力団、 、（中略）

等をいう。

２ この要綱において 「保護対象者」とは、次の各号のいずれかに該当す、

る者であって、第７条第２項前段の規定により暴力団等から危害を受ける

おそれのあるものとして指定されたものをいう。

(1) 暴力団等による犯罪の被害者その他の関係者

(2) 暴力団排除活動の関係者

(3) 暴力団等との取引、交際その他の関係の遮断を図る企業等の関係者

(4) 暴力団から離脱した者又は暴力団から離脱しようとする意志を有する

者

(5) 山口県公安委員会の委員長又は委員

(6) 前各号に定めるもののほか、暴力団等から危害を受けるおそれのある

者であって、保護を必要とするもの

３ この要綱において 「保護区分」とは、保護対策における次に掲げる実、

施体制による区分をいう。

（略）

（保護対策の配意事項）

第３条 保護対策の実施に当たっては、組織犯罪対策部門が、地域部門、警

備部門その他の関係部門の協力を得て行うものとする。

２ 保護対策の実施に当たっては、保護対象者に対する危害行為を防圧する

ための検挙措置を適切に講じ、危害の未然防止を徹底するものとする。

３ 保護対象者の安全確保に万全を期することが暴力団対策を推進する上で

極めて重要であることを職員に周知徹底するものとする。

４ 緊急通報装置、防犯カメラその他の保護対策の実施に必要な資機材の確

保と有効活用を図るものとする。

５ 平素から、あらゆる警察活動を通じて情報を収集し、暴力団等による前

条第２項各号に掲げる者に対する危害行為に関する動向等の把握に努める

ものとする。

６ 保護対策の実施に当たっては、保護対象者に対する連絡を励行し、その

不安感の解消と協力の確保に努めるとともに、保護対象者が自主警戒を行

う場合にあっては、警戒用資機材及び警備業者の活用等について適切な指

導及び助言を行うものとする。



（保護対策官）

第４条 刑事部組織犯罪対策課に保護対策官を置き をもって充て、（中略）

る。

２ 保護対策官は、保護対策の実施に関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 保護対策に必要な情報の収集、分析及び管理

(2) 保護対策計画の立案

(3) 保護措置の実施に関する指導及び調整

(4) 地域部門、警備部門その他の関係部門との連絡及び調整

(5) 警察庁への報告並びに他の都道府県警察の保護対策官との連絡及び調

整

（保護対策責任者）

第５条 警察本部長（以下「本部長」という ）が、第７条第２項の規定に。

、 （ 「 」 。）より保護対象者 保護対策を実施する警察署 以下 実施警察署 という

（中略）等を指定したときは、当該実施警察署に保護対策責任者を置き、

をもって充てる。

２ 保護対策責任者は、実施警察署における保護対策の責任者として、次に

掲げる事務を行う。

(1) 保護対策に必要な情報及び基礎資料の収集、分析及び管理

(2) 保護措置の実施

(3) 保護対象者との連絡及び調整を行う連絡責任者の指定

（身辺警戒員の指定等）

、 （ 「 」 。）第６条 本部長は 身辺警戒体制に従事する者 以下 身辺警戒員 という

を別に定めるところにより指定するものとする。

２ 本部長は、身辺警戒員に対し、身辺警戒の実施に関し必要な教養訓練を

行うものとする。

（保護対象者の指定等）

第７条 警察署長は、第２条第２項各号のいずれかに該当する者が、暴力団

等から危害を受けるおそれがあると認めるときは 保護対策官を、（中略）

経由して本部長に保護対象者の指定を上申するものとする。

２ 本部長は、前項の規定による上申を受け、必要があると認めるときは、

。 、 、当該者を保護対象者に指定するものとする この場合において 本部長は

実施警察署及び保護区分を指定するとともに、危害を防止するために必要

な措置を講ずるものとする。

（保護対策計画の策定）

第８条 本部長は、前条第２項前段の規定により保護対象者を指定したとき

は 保護対策計画を策定するものとする。、（中略）

２ 前項の規定による保護対策計画の策定に当たっては、指定した保護区分

を踏まえ、保護対象者の意向、活動状況等及び保護対象者が受けるおそれ

のある危害の態様、範囲、その背景となっている事情等を総合的に勘案す

るものとする。



（保護対象者に危害を加えるおそれのある者の動向の把握等）

第９条 保護対策を的確に推進するため、暴力団等に対する視察活動、捜査

活動等を通じて保護対象者に対し危害を加えるおそれのある者を確実に把

握し、その動向の把握及び関連情報の収集に努めるものとする。

（周辺住民等への協力依頼）

第１０条 保護対象者の住居等の周辺住民、施設管理者等から保護対策の実

施についての理解を得られるよう努めるとともに、不審者、危険物等を発

見した際の通報その他の必要な事項について協力を依頼するものとする。

（保護区分の変更）

第１１条 実施警察署の警察署長は、実施している保護対策について、実施

体制を変更する必要があると認めるときは 保護対策官を経由し、（中略）

て本部長に保護区分の変更を上申するものとする。

２ 本部長は、前項の規定による上申を受け、必要があると認めるときは、

保護区分を変更するものとする。

（保護対象者の指定の解除）

第１２条 実施警察署の警察署長は、実施している保護対策を継続する必要

がなくなったと認めるときは 保護対策官を経由して本部長に保、（中略）

護対象者の指定の解除を上申するものとする。

２ 本部長は、前項の規定による上申を受け、必要があると認めるときは、

保護対象者の指定を解除するものとする。

（保護対象者が他の都道府県警察の管轄区域に移動する場合の報告）

第１３条 警察署長は 保護対策を実施している保護対象者が、他、（中略）

の都道府県警察の管轄区域内にある施設等に移動する場合は、速やかに、

その旨を保護対策官を経由して本部長に報告するものとする。

２ 本部長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を当該都道府

県警察に通知するとともに、警察庁に報告するものとする。

（ 他の都道府県警察の管轄区域にわたる保護対策の実施）（中略）

第１４条 保護対策を実施している保護対象者が、他の都道府県警（中略）

察の管轄区域内にある施設等に移動する場合において、保護対策の実施の

必要性、その日程及び利用交通手段、地理的状況等を考慮して合理的と認

、 （ 。 「 」 。）められるときは 警察法 昭和２９年法律第１６２号 以下 法 という

第６１条の規定により、その管轄区域外において、保護対策の一部又は全

部を実施するものとする。

２ 本部長は、前項の規定により管轄区域外において保護対策の一部及び全

部を行うときは 保護対策計画を策定するものとする。、（中略）

３ 本部長は、前項の規定により保護対策計画を策定するときは、あらかじ

め警察庁にその旨を報告するものとする。

４ 本部長は、第１項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱の回避そ

の他保護対策に従事する警察官の一体性の確保のため必要があると認める

ときは、法第６１条の２第１項の規定により、関係都道府県警察の一の警



察官に必要な指揮を行わせるものとする。

５ 前項に規定する一の警察官の任務及びその指揮に関し必要な事項は、法

第６１条の２第１項の規定により相互に協議した結果を踏まえ、保護対策

計画に定めるものとする。

６ 本部長は、保護対策を実施したときは、その結果を当該都道府県警察に

通知するとともに、警察庁に報告するものとする。

（他の都道府県警察から通知を受けた場合の措置）

（中第１５条 本部長は、他の都道府県警察から当該都道府県警察において

保護対策を実施している者が、山口県内にある施設等に移動する旨の略）

通知を受けた場合は、当該者を保護対象者に指定するものとする。

２ 本部長は、前項の場合において、保護対策計画を策定するものとする。

３ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項の規定に基づき 保護、（中略）

対策を実施する場合について準用する。

（他の都道府県警察の管轄区域内にある者の危害情報の報告）

第１６条 警察署長は、第１３条に定めるもののほか、他の都道府県警察の

管轄区域内にある者が、当該管轄区域内において、暴力団等から危害を受

けるおそれがあると認めるときは、速やかに、その旨を保護対策官を経由

して本部長に報告するものとする。

２ 本部長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を当該都道府

県警察に通知するとともに、警察庁に報告するものとする。

（人員、資機材等の広域運用）

第１７条 本部長は、保護対策の実施のため必要があると認めるときは、他

の都道府県警察から人員、資機材等の支援を得るために必要な措置を講ず

るものとする。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、保護対策について必要な事項は、

別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

（以下略）


